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時間 内容 所要時間

13：30～
13：40

Ⅰ-1 化学物質及びリスクアセスメントに関わる法令
Ⅰ-2 ＣＲＥＡＴＥ-ＳＩＭＰＬＥについて

10分

13：40～
14：40

Ⅱ 安全データシート（SDS）の読み方
Ⅱ-1 SDSとは
Ⅱ-2 SDSの読み方の基礎
Ⅱ-3 物理化学的危険性
Ⅱ-4 健康に対する有害性

Ⅲ-1 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
Ⅲ-2 がん原性物質とは

60分

～10分間休憩～

14：50～
15：10

Ⅳ バイオフロンティア健康障害防止用/爆発火災防止用 

化学物質リスクアセスメント様式（様式第8、第9）の説明
及び練習

20分

15：10～
15：30

Ⅴ バイオフロンティア 化学物質リスクアセスメント 演習 20分

2023.8.2 とっとりバイオフロンティア［化学物質リスクアセスメント研修会］ｶﾘｷｭﾗﾑ

【テキスト】 ・パワーポイントスライド（抜粋）
【演習資料】
・様式第８、様式第９ ・ＳＤＳ アセトン メタノール 2



Ⅰ-1 化学物質及びリスクアセスメントに
関わる法令

3



これまでの化学物質規制 見直し後の化学物質規制

石綿等
管理使用が
困難な物質

８物質

123物質

製造・使用等の禁止

特化則･有機則等
に基づく
個別具体的な措置

一般的な措置義務
（具体的な措置基準無し）

自主管理が困難で
有害性が高い物質

数万
物質

ＧＨＳ分類で危険性･有害性がある物質

危険性･有害性情報が不足して
分類できない物質

ＧＨＳ分類で危険有害性に該当しない物質

国によるGHS分類

有害性に関する情報量

約2900物質
（国がモデルラベル･SDS作成済みの物質）

国のGHS分類により危険性･
有害性が確認された全ての物質

国によるGHS
未分類物質

数万物質

ラベル･SDSによる伝達義務

リスクアセスメント実施義務

ばく露を基準

以下とする義務
ばく露を最小限度

にする義務

適切な保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用

義務・努力義務

ラベル･SDSによる
伝達努力義務

リスクアセスメント
実施努力義務

ばく露を最小限度に
する努力義務

許容濃度又はばく露限界値が
示されている危険･有害な物質

ラベル･SDS･
リスクアセスメント

義務

674物質

リスクアセスメント対象物の追加

個別規制から自律的管理へ
再
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リスクアセスメント対象物の追加

リスクアセスメント対象物に係る実施事項

リスクアセスメント対象物に係る実施事項

ラベル表示 ＳＤＳ交付 リスクアセスメント
の実施

労働安全衛生法
第57条（表示） 労働安全衛生法

第57条の3
（事業者が行うべき

調査等）

製造者 販売者 事業者

労働安全衛生法
第57条の2
（文書の交付等）

ＳＤＳの周知

事業者

労働安全衛生法
第101条
（法令等の周知）

再
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「労働安全衛生法施行令 別表第９」を検索する。

リスクアセスメント対象物質（2024年3月31日まで）

（１）厚生労働省 「職場のあんぜんサイト」より検索する方法

ホーム画面「化学物質」

「ＧＨＳ対応モデルラベル・モデルＳＤＳ情報

「ラベルＳＤＳ対象 674物質一覧・検索」

①

②

① エクセル表で表示
② ＰＤＦで表示

②
どちらでもよい

裾切値が記載されている

再
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リスクアセスメント対象物質（2024年3月31日まで）

（２）労働安全衛生法施行令 別表第９を検索する方法

「労働安全衛生法施行令」で検索

①安全衛生情報センター
（中央労働災害防止協会）を開く。

労働安全衛生法施行令

「政令一覧」から「労働安全衛生法施行令」
を開き、下部の「別表第九」を開く。

又は

②「労働安全衛生法施行令
ｅ－ＧＯＶ法令検索」を開く

下部の「別表第九」を開く。

いずれも裾切値は記載されていない

再
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化学物質の中には、労働安全衛生法に記載された名称だけで
なく、数種類の別名や、通称を持つものがあります。
化学物質の名称が別名で記載されている場合、リスクアセスメ
ント対象物質に該当するかを判断するには、ＣＡＳ番号を使用し
ます。

ＣＡＳ番号を利用したリスクアセスメント対象物質の確認

［ＣＡＳ番号とは］
アメリカ化学会の一部門であるＣＡＳ（Chemical Abstracts Service）
が物質を識別するために付けた番号

ケミカル アブストラクツ サービス

《特徴》
・個々の化学物質に固有の識別番号がある
・呼び名が違っていても、番号が同じなら同じ物質
・名前が似ていても、番号が違えば違う物質
・データベース検索が容易

［ＣＡＳ番号はＳＤＳのどこに記載されているか］
⇒ 「３．組成及び成分情報」の中 （「化学物質名」の近く）

再
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ＣＡＳ番号を利用した物質の調査方法の例

労働安全衛生法令で記載される名称・・・
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル

別名 ブチルセロソルブ
2-ブトキシエタノール
2-ヒドロキシエチルブチルエーテル

111-76-2 入力

ＣＡＳ番号はひとつ
１１１-７６-２

ＣＡＳ番号を用いてＧＨＳ区分を調べるには（職場のあんぜんサイト）

再
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化学物質管理規制の解説

Ⅰ-2 ＣＲＥＡＴＥ-ＳＩＭＰＬＥ
について



化学物質リスクアセスメント手法の開発の流れ

ＨＳＥ：英国 安全衛生庁
初めてコントロール・バンディング
を公表

英国 ＨＳＥ版 
コントロールバンディング

ＩＬＯ版
コントロールバンディング

ＩＬＯ：国際労働期間
ＩＬＯが改良し世界に向けて公表

ＪＩＳＨＡ方式 
化学物質リスクアセスメント

ＪＩＳＨＡ：中央労働災害防止協会
（日本）
コントロール･バンディングを改良
◎ばく露濃度範囲の評価が可能

厚生労働省
ＣＲＥＡＴＥ・ＳＩＭＰＬＥ

厚生労働省が、これまで開発された
手法をもとに、機能強化
◎経皮ばく露や危険性のリスク評価
を追加 11



化学物質リスクアセスメント手法

ＣＲＥＡＴＥ・ＳＩＭＰＬＥ（厚生労働省）：①特徴

・吸入ばく露について、作業条件の選択項目が多く、
作業実態に合ったきめ細かなリスク評価が行わ
れる。

・経皮ばく露のリスク評価も可能。

・危険性のリスク評価も同時に実施可能。

・製造業をはじめ、サービス業まで、あらゆる業種
に適用可能。

・リスク低減措置のアドバイスも同時に提示される。

「職場のあんぜんサイト」からエクセルをダウンロードし、
パソコンに保存して実行する。
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化学物質リスクアセスメント手法

ＣＲＥＡＴＥ・ＳＩＭＰＬＥ（厚生労働省）： ②全体像

作業条件
（吸入ばく露）

作業条件
（経皮ばく露）

危険有害性
（GHS区分､ばく露限界）

（吸入）
推定ばく露濃度

（経皮）
推定吸収量

危険性
リスクレベル

取扱状況（危険性）
※｢危険性｣とは、爆発･
火災の恐れ

［ﾘｽｸの程度の見積り］

（吸入）
リスクレベルの決定

（経皮）
リスクレベルの決定

（危険性）
リスクレベルの決定

取扱量
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Ⅱ 安全データシート（SDS）の読み方

Ⅱ-1 SDSとは

Ⅱ-2 SDSの読み方の基礎

Ⅱ-3 物理化学的危険性

Ⅱ-4 健康に対する有害性
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Ⅱ-1 ＳＤＳとは

化学物質等安全データシート

ＳＤＳ： Ｓａｆｅｔｙ Ｄａｔａ Ｓｈｅｅｔｓ

SafetyS セーフティ（安全）

DataD データ

SheetS シート

Ⅱ 安全データシート（SDS）の読み方

15



SDSの全体構成

JIS Z7253 7.1 全体構成
・化学品について16項目およびその情報を記載する。
・項目名の番号、項目名および順序を変更してはならない。

SDSの構成と記載すべき内容は、JIS Z7253：2019

に定められている。

１ 化学品及び会社情報
２ 危険有害性の要約
３ 組成及び成分情報
４ 応急措置
５ 火災時の措置
６ 漏出時の措置
７ 取扱い及び保管上の注意
８ ばく露防止及び保護措置

９ 物理的及び化学的性質
10 安定性及び反応性
11 有害性情報
12 環境影響情報
13 廃棄上の注意
14 輸送上の注意
15 適用法令
16 その他の情報

JIS、経済産業省「SDS制度 標準的な書式」
※ 赤色は演習の際に注目すべき項目16



ＧＨＳ（第6版）で示されている危険性又は有害性の分類

１ 物理化学的危険性

（１）爆発物
（２）引火性／可燃性ガス
（３）エアゾール
（４）支燃性／酸化性ガス
（５）高圧ガス
（６）引火性液体
（７）可燃性固体
（８）自己反応性物質
（９）自然発火性液体
（１０）自然発火性固体
（１１）自己発熱性物質
（１２）水反応可燃性物質
（１３）酸化性液体
（１４）酸化性固体
（１５）有機過酸化物
（１６）金属腐食性物質
（１７）鈍性化爆発物

２ 健康に対する有害性
（１）急性毒性
（２）皮膚腐食性／刺激性
（３）眼に対する重篤な損傷性／
眼刺激性

（４）呼吸器感作性又は皮膚感作性
（５）生殖細胞変異原性
（６）発がん性
（７）生殖毒性
（８）特定標的臓器（単回ばく露）
（９）特定標的臓器（反復ばく露）
（１０）吸引性呼吸器有害性

３ 環境に対する有害性
（１）水生環境有害性
（２）オゾン層への有害性
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Ⅱ-2 ＳＤＳの読み方の基礎

Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
くS

D
S

の
項
目
と
内
容

１ 化学品及び会社情報
２ 危険有害性の要約
３ 組成及び成分情報

概要情報

４ 応急措置
５ 火災時の措置
６ 漏出時の措置

事故時の対応のため
の情報

７ 取扱い及び保管上の注意
８ ばく露防止及び保護措置

安全な取扱いのための
情報

９ 物理的及び化学的性質
10 安定性及び反応性
11 有害性情報
12 環境影響情報

特性の情報（詳細情報）

13 廃棄上の注意
14 輸送上の注意

安全な取扱いのための
情報

15 適用法令
16 その他の情報

補足情報

Ⅱ 安全データシート（SDS）の読み方
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１ 化学品及び会社情報

化学品の名称・・・化学物質の名称や製品コード

［会社情報］

会社名称、住所、電話番号

FAX番号、電子メールアドレス、緊急連絡電話番号

推奨用途、使用上の制限

製品名、製造会社名、緊急連絡先、推奨用途、
使用上の制限などを記載

ＳＤＳの内容に疑問があった場合は、供給元の会社に
確認する。

19



２ 危険有害性の要約：ＧＨＳ分類の見方

ＧＨＳ分類（危険有害性）の見方

分類 内容
区分１～区分５ 有害性あり。数字が小さい方が有害性高い。
区分外 上記の区分１～区分５には該当しない。

非常に軽微な有害性あり。
分類できない 分類に有効なデータがなく、有害かどうかが判断

できない。
分類対象外 対象化学物質がその状態で存在しないなど、この

項目に該当しない。
（例えば、ガス化しない、常温で固体にならない、など）

演習で使用

20



GHS絵表示

危険性 健康有害性 環境有害性

爆発物 可燃性/

引火性
支燃性/

酸化性
高圧ガス 腐食性

急性毒性
健康有害性

健康有害性
（低毒性）

水性環境
有害性
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３ 組成及び成分情報

［主な記載内容］
・混合物の組成や含有率
・化学物質の化学名又は一般名、化学式、構造式等
・CAS番号、官報公示整理番号（化審法・安衛法）
・別名（あれば）

製品の組成、「記載が義務付けられている危険有害
性物質」の成分情報

１／2
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３ 組成及び成分情報：ＣＡＳ番号とは

アメリカの化学会であるＣＡＳ（Chemical Abstracts

Service）が、物質を識別するために付けた番号

ケミカル アブストラクツ

サービス

➢ 個々の化学物質に固有の識別番号がある
➢ 呼び名が違っていても、番号が同じなら同じ物質
➢ 名前が似ていても、番号が違えば違う物質
➢ データベース検索が容易

・トルエン
・トルオール
・フェニルメタン
・メチルベンゼン

CAS番号
108-88-3

呼び名は違うが、
番号が同じ
＝同じ物質

・シクロヘキサン

→CAS番号 110-82-7

・シクロヘキサノン
→CAS番号 108-94-1

名前は似ているが、違う物質

2／2
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４ 応急措置：急性中毒への対応

①吸入した場合・・・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい
姿勢を取らせる。

②皮膚に付着した場合・・・シャワーで洗浄
③眼に入った場合・・・流水で洗浄
④飲み込んだ場合・・・吐かせて良い場合と悪い場合あり

病院に搬送する前に応急措置を施したか否かにより、
救命率や重篤度が変わる。

早急に病院へ運ぶべき場合

①心肺停止状態
②けいれん、意識障害
③ガソリン、灯油など、吸引性呼吸器有害性物質を摂取・吸入
した時

④強酸・強アルカリなど腐食性物質を摂取・吸入した時

医者には、どのような化学品による中毒か、情報を提供する

1／1
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５ 火災時の措置

適切な消火剤
使ってはならない消火剤

［記載が必須の項目］

使用する消火剤、使ってはいけない消火剤、消火の方法

１／1
重要

ポイント

火災時の特有の危険有害性
特有の消火方法
消火を行う者の保護具、予防措置

［記載は任意の項目］

使用する消火剤等について平常時に整理しておくことが、
緊急時に消防隊が場内で消火する際の情報として重要。

火災発生時に、水をかけても良いかどうか。
25



６ 漏出時の措置

二次災害の防止策

漏出時の人体及び環境に対する影響、浄化の方法等

１／１

［記載は任意の項目］

漏出時の措置を平常時に整理し、緊急時に即時に対応できる
よう体制を整備しておくことが重要。

［記載が必須の項目］

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め、浄化の方法、機材

26



７ 取扱い及び保管上の注意

ばく露防止と火災・爆発防止のために必要な設備
（局所排気、全体換気など）

エアロゾル、粉じんの発生防止対策

［取扱い上の注意事項］

［保管上の注意事項］

適切な保管条件、避けるべき保管条件

混合接触させてはならない物質

安全な取扱い方法、適切な保管条件

１／１
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８ ばく露防止及び保護措置

管理濃度、ばく露限界値（許容濃度、ACGIH-TWA）

設備対策・・・設備の密閉、局所排気装置、洗浄設備
（洗眼、シャワー）等

［ばく露防止］

［保護措置］

呼吸用保護具、手の保護具、眼の保護具、皮膚及び
身体の保護具（種類、材質）

管理濃度、ばく露限界値（許容濃度、ACGIH-TWA）
設備対策、保護具等

１／1
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９ 物理的及び化学的性質

・外観（物理的状態、形状、
色）
・臭い
・臭いの閾値
・ｐＨ
・融点・凝固点・沸点等
・引火点
・蒸発速度
・燃焼性（固体・気体）
・爆発範囲（上限・下限）

・蒸気圧、蒸気密度
・比重
・溶解度
・n-オクタノール/水分解計数
・自然発火温度
・分解温度
・粘度

製品の物理的・化学的性質を記載

自社における取扱い条件、取扱い方法において、作業者の
安全確保に関係する対象物質の性質を把握しておくこと。

演習で使用
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10 安定性及び反応性

避けるべき条件（静電気、衝撃、振動など）

混触危険物質

危険有害な分解生成物

化学的な安定性、保管時に避けるべき条件

１／１

例 ジクロロメタンのSDS

・避けるべき条件 高温面や炎との接触
・混触危険物質 強酸化剤、強塩基、アルミニウム粉末、

マグネシウム粉末 等
・危険有害な分解生成物 火災時に刺激性若しくは有毒な

ヒュームやガスを放出する。
30



11 有害性情報

急性毒性・・・吸入、経口、皮膚等、ばく露経路別

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚感作性

生殖細胞変異原性

発がん性

生殖毒性

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

吸引性呼吸器有害性

ばく露直後の影響と
遅発性の影響に
分けて記載

「２ 危険有害性の要約」の詳細情報

演習で使用
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12 環境影響情報

生態毒性
魚、甲殻類、藻類等、水生生物に対する影響

残留性・分解性
水中、土壌中の残留性・分解性

生体蓄積性
魚、動物、人の体内の蓄積性

土壌中の移動性

オゾン層への有害性

「２ 危険有害性の要約」のうち、水生生物に対する影響

１／１

32



13 廃棄上の注意

安全で、環境上望ましい廃棄の方法

容器・包装の適正な処理方法

その地域の廃棄物に関する規制（法令、自治体
の基準）に従う。

処理業者に委託する場合、廃棄物の危険有害性
情報を処理業者に伝達することが必要。

廃棄時の注意点を記載

１／１
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14 輸送上の注意

国連の危険物リストに該当する場合は、その番号と内容

陸上、海上、航空輸送の必要事項

輸送時に必要な安全対策

輸送の安全確保、輸送上の国際規制のコード等

「危険物輸送に関する勧告」とは
安全輸送確保のため、国連が定めた危険物リスト。
危険物には「UN番号」がつけられている。危険物を９種のクラス
に分類し、クラスごとの輸送方法、梱包方法が決められている。

輸送時の注意点を記載

１／１
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15 適用法令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化
審法）

労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則、特定化学
物質障害予防規則 等）

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）

毒物及び劇物取締法

大気汚染防止法、水質汚濁防止法

火薬類取締法

消防法

高圧ガス保安法

船舶安全法、航空法

適用される法令、法令に基づく規制の内容

演習で使用
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16 その他の情報

引用文献

作成年月日、改訂情報

特定の訓練の必要性

推奨される取扱い

災害事例

SDSで用いられる略号、頭文字等の意味、計算式等

←重要な情報

１／１

例 鉛のSDS

⑴コンデンサー製造工程におけるハンダ付け作業による慢性鉛
中毒発症。
⑵鉛の溶融、精製、鋳造及び鉛蓄電池の解体作業に従事する
労働者が鉛の慢性中毒を発症。
⑶印刷所に置いて23年間文選作業に従事していて、慢性鉛
中毒を発症。 36



Ⅱ-3 物理化学的危険性

Ⅱ 安全データシート（SDS）の読み方

37



物理化学的危険性のGHS分類項目
［ＪＩＳ Ｚ 7252：2019］

1. 爆発物

2. 可燃性ガス

3. エアゾール

4. 酸化性ガス

5. 高圧ガス

6. 引火性液体

7. 可燃性固体

8. 自己反応性化学品

9. 自然発火性液体

10. 自然発火性固体

11. 自己発熱性化学品

12. 水反応可燃性化学品

13. 酸化性液体

14. 酸化性固体

15. 有機過酸化物

16. 金属腐食性物質

17. 鈍性化爆発物

「17.鈍性化爆発物」はＧＨＳ
第６版で追加。
ＪＩＳでは2019年5月の改正時
に追加。

38



1. 爆発物：定義

危険有害性情報

・爆発物：大量爆発危険性
・爆発物：激しい飛散危険性
・爆発物：火災・爆風又は飛散危険性
・火災又は飛散危険性
・火災時に大量爆発のおそれ

１／2

それ自体の化学反応により、周囲環境に損害を及ぼ
すような温度、速度、圧力でガスを発生する固体又は
液体

39



1.爆発物：ＧＨＳ区分

区分 絵表示 分類
不安定
爆発物

熱的に不安定。鋭敏すぎる爆発物。

等級１.１ 大量爆発の危険性を持つ化学品。
（大量爆発とは、瞬時に全量に影響が及ぶ爆発）

等級１.２ 大量爆発の危険性はないが、飛散の危険性。

等級１.３ 大量爆発の危険性はないが、火災の危険性。
a)大量の輻射熱を放出するもの
b)弱い爆風若しくは飛散しながら徐々に燃焼

等級１.４ 高い危険性は認められない。発火又は起爆しても
僅かな危険性しか示さない。その影響は包装内に
限られ、破片は飛散しない。外部火災によっても
瞬時に爆発を起こさない。

等級１.５ 大量爆発の危険性を持つが、非常に鈍感。

等級１.６ 大量爆発の危険性を持たない。極めて鈍感。

又は

２／2

危
険
性

高

危
険
性

低 40



2. 可燃性ガス：定義

1.標準気圧で、空気との混合気が爆発範囲（燃焼範囲）を有する
ガス

2.空気や酸素が無い状態でも爆発的に反応しうるガス

危険有害性情報

・きわめて可燃性又は
引火性の高いガス
・可燃性又は引火性の
高いガス
・空気が無くても爆発的
に反応する恐れ

１／2

0％

100％（体積％） 0％

100％（体積％）

上限界 75％

下限界 4.0％

空気

水素

（空気 25％）

（空気 96.0％）

爆発範囲

ガス濃度が濃すぎても
薄すぎても燃焼しない

例：水素（爆発範囲4.0～75％）

41



ｼﾝﾎﾞﾙ
なし

可燃性ガス 追加的細区分

区分１ 区分２ 自然発火性
ガス

化学的に不安定なガス

区分A 区分B

13％以下の空
気との混合気が
可燃性 又は
爆発範囲12％
以上

爆発範囲が有る
もの

54℃以下の空
気中で自然発
火するガス

20℃において化
学的に不安定

20℃超において
化学的に不安
定

可燃性ガスのうち、下記の判定基準に該当するものは
その区分に追加的に分類される。（ＪＩＳ Ｚ7252：2019）

ｼﾝﾎﾞﾙ
なし

ｼﾝﾎﾞﾙ
なし

２／2

［ＪＩＳ Ｚ 7252：2019 附属書Ａ］

2.可燃性ガス：ＧＨＳ区分

42



3. エアゾール：定義

危険有害性情報

・可燃性又は引火性の高いエアゾール
・高圧容器：熱すると破裂のおそれ

１／2

圧縮ガス、液化ガス等を内蔵する容器に、内容物
を噴霧する噴射装置を取り付けたもの

43



ｼﾝﾎﾞﾙ
なし

3.エアゾール：GHS区分

区分１ 区分２ 区分３

a)可燃性成分85％以上、
燃焼熱30ｋJ/ｇ以上

b)着火距離75cm以上

c)火炎高さ4㎝、火炎持
続時間7秒

a)⑴燃焼熱20ｋJ/ｇ以上

⑵着火距離15㎝以上

⑶爆発限界300g/㎥
以下

b)火炎高さ4㎝、
火炎持続時間2秒

a)区分１,2以外。

b)可燃性・引火性
成分含有率1％
未満

２／2

判定基準

危険性 高 危険性 低

44



4. 酸化性ガス：定義

酸素を供給することにより、空気以上に他の物質の
燃焼を引き起こすか、又は助けるガス

危険有害性情報

・発火又は火災助長のおそれ：
酸化性物質

アセチレンガス
（可燃性ガス）

酸素ガス
（支燃性ガス）

１／2

45



区分１ 一般的には、酸素を供給することによって、
空気以上に他の物質の燃焼を引き起こす、
又は燃焼を助けるガス。

4. 酸化性ガス：ＧＨＳ区分［ＪＩＳ Ｚ 7252：2019］

区分は１つのみ

支燃性又は酸化性ガスの判定は、ISO 10156に記載
された試験又は計算によって行う。
（ISO 10156の入手方法は、購入）

２／2

46



5. 高圧ガス：定義

20℃、200kPa以上の圧力で容器に充填されている
ガス

危険有害性情報

・高圧ガス：熱すると爆発のおそれ

１／2

圧縮又は液化されていることによる、容器の破裂の危険性

47



5.高圧ガス：GHS区分

圧縮ガス 液化ガス 深冷液化ガス 溶解ガス

-50℃でガス状 部分的に液体 低温のため部分
的に液体

溶媒に溶解して
いるガス

圧縮ガス

液化ガス
深冷液化ガス

LPガス

一部が液体

多孔質物を詰め、有機
溶剤を浸透させてアセ
チレンガスを溶け込ま
せている。

窒素ボンベ 液体窒素 溶解ｱｾﾁﾚﾝ

溶解ガス

２／2
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6. 引火性液体：定義

引火点93℃以下の液体

危険有害性情報

・引火性の高い液体及び蒸気
・可燃性液体

１／2

引火点とは
可燃性液体が爆発下限値
に達する液温

49



6.引火性液体：GHS区分

区分１ 区分２ 区分３ 区分４

引火点＜23℃
及び
初留点≦35℃

引火点＜23℃
及び
初留点＞35℃

23℃≦引火点
≦60℃

60℃＜引火点
≦93℃

２／2

ｼﾝﾎﾞﾙ
なし

危険性 高 危険性 低

点火源への接近、蒸発、加熱等により引火する性質
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7. 可燃性固体：定義

危険有害性情報

・可燃性固体

１／2

容易に燃焼するか、摩擦により発火する固体

51



7.可燃性固体：GHS区分

区分１ 区分２

燃焼試験で、一定以上の燃焼速度、
湿潤部分を超えて燃焼
金属粉末の場合、燃焼時間5分以内

燃焼試験で、一定以上の燃焼速度、
湿潤部分でいったん火が止まる
金属粉末の場合、燃焼時間5分を超
え10分以内

燃焼試験

２／2

判定基準
危険性 高 危険性 低

点火源への接近、酸素との
接近、加熱、衝撃により発火
する性質
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8. 自己反応性化学品：定義

定義
熱的に不安定で、酸素（空気）がなくても
強力な発熱性分解を起こす固体、液体

ピクリン酸ニトログリセリン

１／2
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8.自己反応性化学品：GHS区分

タイプA タイプB タイプC

包装された状態で、
爆ごうする。

包装された状態では
爆ごうしない。
包装物内で熱爆発の
可能性。

包装された状態では

爆ごう、爆燃、熱爆発を
起こさない。

タイプD タイプE タイプF

実験室試験で、爆ごう
は部分的。

密閉下の加熱で激しい
反応を起こさない。

実験室試験で、爆ごう
爆燃しない。密閉下の
加熱で反応弱い。

実験室試験で、全く爆ご
う、爆燃しない。密閉下
の加熱で反応弱い。

タイプG

実験室試験で、全く爆ご
う、爆燃しない。密閉下
の加熱で反応無し。

２／2

タイプA

タイプB

タイプC以下

＋

危険性高

危険性低 54



9. 自然発火性液体：定義

空気との接触後５分以内に発火する液体

危険有害性情報

・空気に触れると自然発火

ヒドラジン
（ロケット燃料）

１／2
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9. 自然発火性液体：ＧＨＳ区分

区分１

・空気に接触させると５分以内に発火。
・空気に接触させると５分以内にろ紙を発火させるか、焦がす。

GHS区分 判定基準

２／2

区分は１つのみ
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10. 自然発火性固体：定義

空気との接触後５分以内に発火する固体

危険有害性情報

・空気に触れると自然発火

黄りん
（水中に保存）

水から出すと
数分で発火

１／2
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10. 自然発火性固体：ＧＨＳ区分

GHS区分 判定基準

区分１

・空気に接触すると５分以内に発火。

２／2

区分は１つのみ
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11. 自己発熱性化学品：定義

空気との反応により、エネルギーの供給なしに自己発
熱する固体又は液体（長時間経過後に発火）

危険有害性情報

・自己発熱：火災のおそれ

マグネシウムエトキシド

１／2
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11.自己発熱性化学品：GHS区分

区分１ 区分２

25㎜の立方体サンプルを、140℃に

したとき、危険な自己発熱をする。
（＝２４時間以内に60℃上昇する）

100㎜の立方体サンプルを、140℃

にしたとき、危険な自己発熱をする。
（＝２４時間以内に60℃上昇する）

自己発熱性試験

２／2

判定基準
危険性 高 危険性 低
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12. 水反応可燃性化学品：定義

危険有害性情報

・水に触れると可燃性又は引火性ガスを発生

金属ナトリウム

１／2

水分を避け、油中に保管
湿った ろ紙の上に置くと発火

水との相互作用によって自然発火するか、可燃性
ガス、引火性ガスを放出する固体又は液体

61



12.水反応可燃性化学品：GHS区分

区分１ 区分２ 区分３

水と激しく反応

可燃性ガス発生速度が
物質１ｋｇにつき10Ｌ/分
以上

水と急速に反応

可燃性ガス発生速度が
物質１ｋｇにつき
20Ｌ/時間以上

水と穏やかに反応

可燃性ガス発生速度が
物質１ｋｇにつき
1Ｌ/時間以上

２／2

判定基準

危険性 高 危険性 低

水と接触することで発火又は可燃性ガスを発生する性質
62



13. 酸化性液体：定義

それ自体は燃焼性を持たないが、酸素の発生により
他の物質を燃焼させる液体

危険有害性情報

・火災又は爆発のおそれ：強酸化性物質
・火災助長のおそれ：酸化性物質

硝酸
HNO3

Ｏ（酸素）が３つもある

１／2
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13. 酸化性液体：ＧＨＳ区分 ２／2

区分１ 区分２ 区分３

試験によって判定。
（50％過塩素酸を標準物
質として比較）

試験によって判定。
（塩素酸ナトリウム40％
水溶液を標準物質として
比較）

試験によって判定。
（硝酸65％水溶液を標準
物質として比較）

GHS区分 判定基準

危険性 高 危険性 低
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14. 酸化性固体：定義

危険有害性情報

・火災又は爆発のおそれ：強酸化性物質
・火災助長のおそれ：酸化性物質

過塩素酸カリウム

ＫＣｌＯ4

（火薬、花火の原料）

Ｏ（酸素）４つ

１／2

それ自体は燃焼性を持たないが、酸素の発生により
他の物質を燃焼させる固体
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14. 酸化性固体：ＧＨＳ区分

区分１ 区分２ 区分３
火災または爆発のおそれ；
強酸化性物質

火災助長のおそれ；
酸化性物質

火災助長のおそれ；
酸化性物質

ラベル要素［GHS文書］

２／2

区分１ 区分２ 区分３

試験によって判定。 試験によって判定。 試験によって判定。

GHS区分 判定基準

※試験はいずれも、臭素酸カリウム又は過酸化カルシウムを標準物質と
し、燃焼時間を比較

危険性 高 危険性 低
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15. 有機過酸化物：定義

多種類の化合物がある。反応性に富み、合成樹脂、ゴムの生産において
反応開始、樹脂硬化、性質改善などの目的で使用される。

２価の-O-O-構造を持ち、過酸化水素の誘導体
とみなされる液体又は固体の有機物質

１／2
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15.有機過酸化物：GHS区分

タイプA タイプB タイプC

包装された状態で、
爆ごう又は急速に爆燃。

包装された状態では
爆ごう、爆燃しない。
包装物内で熱爆発の
可能性。

包装された状態では

爆ごう、爆燃、熱爆発を
起こさない。

タイプD タイプE タイプF

実験室試験で、爆ごう
は部分的。

密閉下の加熱で激しい
反応を起こさない。

実験室試験で、爆ごう
爆燃しない。密閉下の
加熱で反応弱い。

実験室試験で、全く爆ご
う、爆燃しない。密閉下
の加熱で反応弱い。

タイプG

実験室試験で、全く爆ご
う、爆燃しない。密閉下
の加熱で反応無し。

２／2

タイプA

タイプB

タイプC以下

＋

危険性高

危険性低 68



16. 金属腐食性化学品：定義

化学反応によって金属を損傷又は破壊する化学品

危険有害性情報

・金属腐食のおそれ

塩酸

（金属と反応して
水素ガスを発生）

１／2
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16.金属腐食性化学品：GHS区分

区分１

55℃の試験温度で、鋼片又はアルミニウム片の浸食度が年間6.25㎜を
超える。

腐食試験機

１週間以上ばく露し、質量減少、侵入深さから、
年間腐食速度を推定。

２／2
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17. 鈍性化爆発物：定義

爆発性物質であるが、大量爆発や急速燃焼しないよう
に鈍性化されたもの。（混合物）
危険性クラス「爆発物」からは除外される。

危険有害性情報

火災、爆風または飛散危険性：
鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加

１／2
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17. 鈍性化爆発物：ＧＨＳ区分 2／2

区分１ 区分２ 区分３ 区分４

GHS区分 判定基準

危険性 高 危険性 低

燃焼速度試験によって判定
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Ⅱ-4 健康に対する有害性

化学物質

Ⅱ 安全データシート（SDS）の読み方

73



健康に対する有害性のGHS分類項目

1. 急性毒性
2. 皮膚腐食性・刺激性
3. 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
4. 呼吸器感作性又は皮膚感作性
5. 生殖細胞変異原性
6. 発がん性
7. 生殖毒性
8. 特定標的臓器毒性（単回ばく露）
9. 特定標的臓器毒性（反復ばく露）
10. 吸引性呼吸器有害性

環境に対する有害性のGHS分類項目

1. 水性環境有害性
2. オゾン層への有害性
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1. 急性毒性：定義

LD50（Lethal Dose）：半数致死量

投与した実験動物の半数（50％）が死亡する投与量。

LC50（Lethal Concentration）：半数致死濃度

投与した実験動物の半数（50％）が死亡する濃度。

経口・経皮による単回又は24時間以内の複数回投与、
ないし４時間の吸入によっておこる有害影響

１／2

※動物の体重1kgあたりで表した量
数値が小さいほど、毒性が強い。（少量でも生命に危険）
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1.急性毒性：GHS区分

（LD50/LC50/ATE値・主にラットのデータ）

有害性 高 有害性 低

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５

経口（mg/kg） 5 50 300 2000 5000

経皮（mg/kg） 50 200 1000 2000

気体（ppm/4h） 100 500 2500 5000

蒸気（mg/L/4h） 0.5 2.0 10 20

粉じん/ミスト
（（mg/L/4h）

0.05 0.5 1.0 5

それ以上で
あっても、
・動物実験
・人に対す
る毒性
より、急性
的な有害性
が予想され
るもの

２／2

ｼﾝﾎﾞﾙ
なし
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2. 皮膚腐食性・刺激性：定義

表皮

真皮

皮下組織

皮膚の構造

皮膚腐食性・・・皮膚に対する不可逆的な損傷
真皮に至る壊死

皮膚組織の破壊、「皮膚に穴が開く」

皮膚刺激性・・・皮膚に対する可逆的な損傷

表皮のみの損傷は治療に
より回復可能

真皮深部を損傷すると
回復しない
（皮膚移植等が必要）

１／2
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2.皮膚腐食性・刺激性：GHS区分

有害性 高 有害性 低

皮膚腐食性（完全回復は不可能） 皮膚刺激性（回復可能）

区分１ 区分２ 区分３

区分１A 区分１B 区分１C

14日間続く
赤斑、浮腫、
脱毛等

軽度の赤斑、
浮腫

3分以下の
ばく露で、
１時間以内
に腐食反応

3分～1時間
以内のばく
露で、14日
以内に腐食
反応

1時間～4時
間以内のば
く露で、14日
以内に腐食
反応

２／2

ｼﾝﾎﾞﾙ
なし

78



3. 眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性：定義

眼に対する重篤な損傷・・・眼の損傷、視力低下
21日以内に治癒しない

眼刺激性・・・21日以内に治癒

１／2
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3.眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性：GHS区分

眼の重篤な損傷
（完全回復は不可能）

眼刺激性（回復可能）

区分１
区分２

区分２A 区分２B

回復しない損傷、

角膜混濁等

虹彩炎、結膜発赤、
結膜浮腫

21日間の間に回復

眼の刺激作用が7日
間に回復可能

２／2

有害性 高 有害性 低

ｼﾝﾎﾞﾙ
なし
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4. 呼吸器感作性又は皮膚感作性：定義

《呼吸器感作性》
その物質を吸入すると、気道過敏症を誘発

《皮膚感作性》
皮膚のアレルギー反応を誘発

⇒激しい咳、ぜんそく、呼吸困難

⇒（アレルギーによる）皮膚のかぶれ、ただれ、
水泡、発疹 等

１／2

※生体の防御機構としての免疫反応のうち、健康に不利な
ものを「感作」という。感作を引き起こす物質を「感作性
物質」という。

※免疫とは、体を守るため、「自己（自分の体）」と異なる物
（非自己）が体に侵入したとき、排除しようとする働き。 81



4.呼吸器感作性又は皮膚感作性：GHS区分

区分１

区分１A 区分１B

ヒトで高頻度に呼吸器過敏症
が見られる

ヒトで低～中頻度に呼吸器過
敏症が見られる

２／2

区分１

区分１A 区分１B

ヒトで高頻度に過敏症が見られ
る

ヒトで低～中頻度に過敏症が
見られる

有害性 高 有害性 低

呼吸器感作性

皮膚感作性
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5. 生殖細胞変異原性：定義

動物や細胞、微生物の遺伝子に影響を与える
性質。
生殖細胞（卵子、精子等）に突然変異を起こし、
次世代に影響を与える。

生殖細胞に突然変異を誘発

１／2

変異原性：遺伝物質であるDNAや染色体に損傷を与え、
突然変異を起こす性質

※変異原性と発がん性は必ずしも一致しないが、大きな
相関性がある。
変異原性物質は発がん性物質に準じた管理が必要。
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5.生殖細胞変異原性：GHS区分

生殖細胞変異原性

区分１ 区分２

区分１A 区分１B

生殖細胞に突然変異
を誘発することが知ら
れている物質

生殖細胞に突然変異
を誘発するとみなさ
れる物質

生殖細胞に突然変異
を誘発する可能性が
ある物質

２／2

有害性 高 有害性 低
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6. 発がん性：定義

《発がん性試験》

動物（多くはマウスやラット）に長期間（１年半～２年）
投与し、組織・血液のがんの発生の有無を調べる。

《発がん性》
正常な細胞をがん化させる毒性

発がんのおそれ

１／2
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6. 発がん性：GHS区分

区分１

ヒトに対する発がん性が知られている、
あるいはおそらく発がん性がある

区分２
ヒトに対する発がん性が

疑われる

区分１A

ヒトに対する発が
ん性が知られてい
る。

区分１B

ヒトに対しておそら
く発がん性がある。

区分１に分類するには不十
分であるが、ヒト又は動物
による発がん性の限られた
証拠がある。ヒトに対する発がん

性が知られている

動物では証拠が
ある

２／2

有害性 高 有害性 低
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7. 生殖毒性：定義

精子･卵子等に与える影響
不妊
早期流産
胎児の発生に対する悪影響

1.性機能、生殖能に対する悪影響
2.胎児の発生に対する悪影響

１／2
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7.生殖毒性：GHS区分

生殖毒性

区分１ 区分２

区分１A 区分１B

生殖毒性がある 生殖毒性があると
みなされる

生殖毒性が疑われる

２／2

有害性 高 有害性 低
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8. 特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）：定義

「単回ばく露」とは、事故やトラブルにより、
１回だけ化学物質にばく露されたときの臓器
の損傷

単回のばく露で起こる健康への影響

１／2

急性アルコール中毒
などもこれに該当する
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8.特定標的臓器/全身毒性（単回ばく露）：GHS区分

区分１ 区分２ 区分３

単回のばく露で標的
臓器・器官又は全身
に対する有害影響、
または、ヒト・動物に
対する全身毒性を及
ぼす。

動物実験の結果から、
単回のばく露で臓器/

全身に対する有害影
響を示す。

・気道に対して一時
的な刺激的作用を持
つ。（気道刺激性）

・一時的な催眠作用
を持つ。（麻酔作用）

一般的に中濃度のばく
露で重大な健康影響を
生じたという所見をもつ
もの。

一般的に低濃度のばく露
で重大な健康影響を生じ
たという所見をもつもの。

ばく露の後、短期間ヒト
の機能に影響を与える
が、重大な後遺症を残さ
ない。

２／2

有害性 高 有害性 低
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9. 特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）：定義

長期間のばく露又は繰り返しの投与により
起こる健康影響。

長期又は反復ばく露による臓器の損傷

１／2

反復ばく露によって発症した
健康障害は、完全な回復が
見込めないことも多い。
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9.特定標的臓器/全身毒性（反復ばく露）：GHS区分

区分１ 区分２

反復ばく露によって重大な毒性
がある

反復ばく露によって有害である
可能性がある

２／2

有害性 高 有害性 低
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10. 吸引性呼吸器有害性：定義

吸い込むと気道、気管を損傷し、
生命に危険を及ぼす

1.誤嚥によって、口・鼻から化学物質を
肺に吸い込んだ時

2.嘔吐した時に肺に吸い込んでしまった時

１／2
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10.吸引性呼吸器有害性：GHS区分

区分１ 区分２

吸引性呼吸器有害性がある、又
はあるとみなされる

吸引性呼吸器有害性があると
推測される

２／2

有害性 高 有害性 低
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Ⅲ-1

皮膚等障害化学物質等への
直接接触の防止

見直し後の化学物質規制

国によるGHS分類

有害性に関する情報量

約2900物質
（国がモデルラベル･SDS作成済みの物質）

国のGHS分類により危険性･
有害性が確認された全ての物質

国によるGHS
未分類物質

数万物質

ラベル･SDSによる伝達義務

リスクアセスメント実施義務

ばく露を基準
以下とする義務

ばく露を最小限度
にする義務

適切な保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用
義務・努力義務

ラベル･SDSによる
伝達努力義務

リスクアセスメント
実施努力義務

ばく露を最小限度に
する努力義務



労働安全衛生規則 第594条（皮膚障害等防止用の保護具）

事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う
業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、
健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務におい
ては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、
塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護
眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

② 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせ
るときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護
衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具につ
いて、備えておくこと等によりこれらを使用することができ
るようにする必要がある旨を周知させなければならない。

2023年4月1日施行（改正）
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労働安全衛生規則 第594条の2（皮膚障害等防止用の保護具）

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤（皮膚
若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、
若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあるこ
とが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」と
いう。）を製造し、又は取り扱う業務（法及びこれに基づく命
令の規定により労働者に保護具を使用させなければならな
い業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は
取り扱う業務を除く。）に労働者を従事させるときは、不浸透
性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護
具を使用させなければならない。

② 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせ
るときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必
要がある旨を周知させなければならない。

2024年4月1日施行（追加）
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労働安全衛生規則 第594条の3（皮膚障害等防止用の保護具）

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤
（皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を
与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に
侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明ら
かなものを除く。）を製造し、又は取り扱う業務（法及び
これに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用
させなければならない業務及びこれらの物を密閉して
製造し、又は取り扱う業務を除く。）に労働者を従事さ
せるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又
は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めな
ければならない。

2024年4月1日施行（改正）
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皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚から吸収され健康障害を起こす恐れのあることが明らかな物質

保護手袋 耐薬品長靴
保護眼鏡 化学防護服

努力義務
2023年4月1日施行

義務
2024年4月1日施行

必要な措置：保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は
履物等、適切な保護具を使用させる。

「皮膚等障害等の恐れが明らかな物質」とは
SDSの「健康有害性」情報において「皮膚」「眼」「呼吸器・皮膚感作性」
のいずれかが「区分１」に分類される物質

例：硫酸、水酸化ナトリウムなどの酸、アルカリ
ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド 等
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皮膚等障害化学物質

労働安全衛生規則 第594条の2

①皮膚若しくは眼に障害を与える恐れが明らかな物質

②皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害
を生ずる恐れが明らかな化学物質

「皮膚等障害化学物質等」とは

①皮膚、眼など、接触した
部位に障害を与える物質

②皮膚から体内に吸収され、
体の別の部位に健康障害を
起こす物質
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皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚から吸収され健康障害を起こす恐れが不明な物質の措置

［「皮膚から吸収され健康障害を起こす恐れの無いことが明ら
かな物質」とは］

ＳＤＳの「健康有害性」情報において「皮膚」「眼」「呼吸器・皮
膚感作性」のいずれも「区分に該当しない」と記載され、その他
の項目でも経皮による健康有害性の恐れに関する記載がな
いもの。  例：金属アルミニウム 等

必要な措置：保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等、
適切な保護具を使用する。 努力義務のみ

2023年4月1日施行

健康障害の恐れ

ある

不明

無いことが明らか

2023/4/1

（皮膚障害等防止用保護具の着用は不要）

努力義務

努力義務

義務

2024/4/1
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皮膚・眼の障害、皮膚から侵入して生じる健康障害
と化学物質の分類（３種類）

安衛則第594条の2 眼・皮膚等の健康障害の
恐れが明らかなもの
（皮膚等障害化学物質）

安衛則第594条の3

・眼・皮膚等の健康障害のおそれが
明らかなもの以外
・不明なもの

施行通達

眼・皮膚等の
健康障害の恐れ
が無いもの
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「皮膚・眼に障害を与える恐れ又は皮膚から吸収・浸入し

て健康障害を生ずる恐れが明らかな物質」とは

ＧＨＳ区分の
・皮膚腐食性・刺激性
・眼損傷性・眼刺激性
・呼吸器感作性
・皮膚感作性

・４つの項目に、ひとつ
でも「区分１」がある物質

眼・皮膚等の障害が明らか

不明
眼・皮膚等の
障害の恐れ
無し
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「皮膚・眼に障害を与える恐れ又は皮膚から吸収・浸入して

健康障害を生ずる恐れが無いことが明らかな物質」
とは

・皮膚腐食性・刺激性
・眼損傷性・眼刺激性
・呼吸器感作性
・皮膚感作性

・４つの項目が、全て「区分に該当しない」と記載され
ていること。

・ＳＤＳのほかの項目でも、経皮による健康障害が
記載されていないこと。

眼・皮膚等の
障害が明らか

不明
眼・皮膚等の
障害の恐れ
無し
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「皮膚・眼に障害を与える恐れ又は皮膚から吸収・浸入し

て健康障害を生ずる恐れが不明な物質」とは

・皮膚腐食性・刺激性
・眼損傷性・眼刺激性
・呼吸器感作性
・皮膚感作性

・４つの項目に「区分１」は無い。
・「区分２」や「区分３」がある。
・「区分に該当しない」とは書いてない。

眼・皮膚等の
障害が明らか

不明
眼・皮膚等の
障害の恐れ
無し
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眼・皮膚等の健康障害の

恐れが明らか

眼・皮膚等の健康障害の

恐れが不明 眼・皮膚等の
健康障害の恐れ

が無い

眼･皮膚用保護具が
義務づけられる

眼･皮膚用保護具を
使用しなくてもよい

眼･皮膚用保護具は
努力義務

皮膚障害等防止用保護具（2024年4月1日以降）

106



・鉱油

実際の化学物質の分類（「職場のあんぜんサイト」に掲載されたＳＤＳを使用）

努力義務

ＳＤＳの内容

・皮膚腐食性・刺激性 区分３
・目に対する損傷・目刺激性 区分２Ｂ
・呼吸器感作性 分類できない
・皮膚感作性  区分外

・灯油 ・皮膚腐食性・刺激性 区分２

・アセトン ・目に対する損傷・目刺激性 区分２Ｂ

不明な物質

眼･皮膚障害の恐れ物質名

努力義務

不明な物質

努力義務

不明な物質
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・塩酸

実際の化学物質の分類（「職場のあんぜんサイト」に掲載されたＳＤＳを使用）

義務

ＳＤＳの内容

・皮膚腐食性・刺激性 区分１
・目に対する損傷・目刺激性 区分１
・呼吸器感作性 区分１
・皮膚感作性 区分外

・水酸化ナトリウム

・皮膚腐食性・刺激性 区分１
・目に対する損傷・目刺激性 区分１
・呼吸器感作性 分類できない
・皮膚感作性  区分外

明らか

眼･皮膚障害の恐れ物質名

義務

明らか
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皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止

皮膚等障害化学物質等の対応の流れ:化学物質管理者の実施事項

① 会社で使用する化学物質のうち「リスクアセスメント
対象物質」を把握する。

化学物質管理者

・「職場のあんぜんサイト」等を利用し、労働安全
衛生法施行令別表第９（リスクアセスメント対象
物質）の一覧を入手。

・会社で使用する化学物質のＳＤＳを見て、リスク
アセスメント対象物質に該当するものが無いか、
調査する。
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化学物質管理規制の解説

Ⅲ-2 がん原性物質とは



がん原性物質とは

リスクアセスメント対象物のうち、ヒトにがんを起こす恐れがある物質

として厚生労働大臣が定めるもの

「ヒトにがんを起こす恐れがある物質」とは、どのようなものか？

国によるＧＨＳ分類の結果、発がん性が「区分１」に分類されたもの

・エタノール

・特化則第38条の3に規定する特別管理物質
を除く

［除外の理由］
エタノール・・・がん原性は飲用した場合に起こるものであり、業務上
 ではない。
特別管理物質・・・特化則に定める特定化学物質であって、がん原性
 又はその疑いのある物質。
 記録の30年保存が義務づけられている。
 二重規制を避けるため、安衛則の「がん原性物質」からは除外。
 （44物質） 111



がん原性物質の数

がん原性物質
１２２物質

(2023年4月1日適用分）
※エタノール、特別管理物質を除く

がん原性物質
７５物質 ＋

ダイオキシン類 ＋

フッ素エデン閃石
(2024年4月1日適用分）

例：アクリルアミド

電気泳動に使用するゲルの原材料

＋

※臨時に取り扱う場合を除く

せんせき

増える可能性
あり
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「臨時に取り扱う場合」とは

施行通達「労働安全衛生規則第 577 条の２第３項の規定に基づきがん
原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について」
（基発1226第4号R4.12.26）

第２ 細部事項 ４ 当該物質を臨時に取り扱う場合について

「臨時に取り扱う場合」とは、
・事業場における通常の作業工程以外の業務
・一時的必要による取り扱い
・繰り返されない業務

通常の作業工程において、がん原性物質を取り扱う場合は、

・取り扱い時間が短時間でも
・取扱いの頻度が低くても

「臨時に取り扱う場合」には

 該当しない

「がん原性物質」の管理の対象となる。 113



ｴﾀﾉｰﾙ

特化則の
特別管理物質

44物質

リスクアセスメント
対象物質
674物質

674－44－1

＝629物質

発がん性区分1
がん原性物質

約120物質
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
対象物質
629物質

「がん原性物質」の範囲：模式図（2024年3月31日まで）

エタノールと
特別管理物質
（44物質）
を除く629物質

629物質の中で、
「発がん性が区分１」
のものが
安衛則第577条の2の
「がん原性物質」
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特別則（特化則 等）で既に規制対象の物質と、法改正に
より追加される「がん原性物質」の例

・コバルト、ニッケル、五酸化バナジウムは、特定化学物
質第２類 物質であり、特別管理物質にも該当する。
（既に特化則により30年保存等が義務付け）

・カドミウム及びその化合物は、特定化学物質第２類物質
であるが、特別管理物質ではない。
新たにがん原性物質に追加される（2023年4月1日施行）

［特定化学物質第２類物質に該当するもの］

［有機溶剤中毒予防規則に該当するもの］

Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドは、有機溶剤中毒予防規則の
第２種有機溶剤に該当する。
⇒新たにがん原性物質にも追加される。（2023年4月1日施行）115



特別則（特化則 等）で既に規制対象の物質と、法改正に
より追加される「がん原性物質」の例

［粉じん障害予防規則に該当するもの］

結晶質シリカ（クリストバライト､石英､トリジマイト）は、粉じん
障害防止規則対象の「粉じん」に該当する。
⇒新たにがん原性物質にも追加される。
（2023年4月1日施行）

［特別則に該当しないもの］

アルシン（ヒ化水素）は、特定化学物質対象の「ヒ素及びその
化合物」からは除かれている。 （特化則対象外）
⇒このたび、がん原性物質に追加された。（2023年4月1日施行）

［繊維状鉱物］
エリオナイトは、特別則に該当しない。
⇒このたび、がん原性物質に追加された。（2023年4月1日施行）
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がん原性物質に係る化学物質管理者の実施事項

・使用する化学物質が、厚生労働省告示に示す「がん原性
物質の一覧」に該当するか否かを確認する。

・リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切
に実行されていることを確認する。

・作業の記録（記録の作成と30年間保存）。

・労働者の意見聴取に関する記録の保存、労働者への周
知。

2023年4月1日施行

・作業記録等を作成（１年を超えない期間ごと）

・作業記録の30年間保存

［作業記録等の保存］
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作業記録に記録する事項（安衛則第577条の2第11項）

1 リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の状況
2 労働者の対象物へのばく露状況
3 労働者の氏名、従事した作業の概要、従事した期間
・がん原性物質により著しく汚染されたとき
はその概要、応急措置

4 関係労働者の意見の聴取状況

※ 「記録」の決まった様式は無い。

作業場名 部屋名 責任者：

記録年月　　　　　年　　　　月 保存期限　　　　　　年　　　　月～　　　　　年　　　　月

日 曜 労働者氏名 作業の概要 従事した期間
（作業時間）

特記事項 記入者名

保存３０年

対象物質：

【作業の記録】　

作業記録用紙の例

※特化則の特別管理物質の「作業の記録」・・・「１月ごと」、
がん原性物質の「作業の記録」は「１年ごと」 であることに留意。

［１年を超えない期間ごととは］
・保存用紙は１年に１枚でよい。
・ただし「年末に１年分の作業を思い出して書く」こと
はできないので、作業日誌などの日常の記録は残
しておく方がよい。

2023年

2024年

2025年
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がん原性物質の検索

「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定
に基づきがん原性があるとして厚生労働大臣
が定めるもの」厚生労働省告示第371号（R4.12.26）

※今後も、ＧＨＳ分類の変更等により発がん性
区分１に分類されたものは、対象物質に追加
される。

別添資料「労働安全衛生規則第577条の2の規
定に基づき作業記録等の30年間保存の対象と
なる化学物質の一覧」
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がん原性物質の検索方法

厚生労働省ホームページ 「化学物質による労働災害防止のた
めの新たな規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

下方へスクロール

労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年
間保存の対象となる化学物質の一覧

一覧表示

「対象物質の一覧」
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Ⅳ バイオフロンティア健康障害防止用/爆発
火災防止用 化学物質リスクアセスメント
様式（様式第8、第9）の説明及び練習
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「有害性」と「ばく露量」

「有害性」と「ばく露量」の２つの指標で化学物質の

リスクの大きさを評価します。

有害性
ばく露量

有害性が大きくてもばく露量が

少なければリスクは小さい

有害性
ばく露量

有害性が小さくてもばく露量が

大きければリスクは大きい
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有害性の評価

健康障害防止用 化学物質リスクアセスメント

ばく露の評価
SDS

許容濃度
推定

数理モデル

実測値

リスク評価
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化学物質のばく露濃度とばく露量

ばく露濃度

ばく露時間
10分間

⇒ばく露量
小

ばく露時間
４時間

⇒ばく露量
大

ばく露の評価は、「ばく露量」によって行う。
さら

ばく露量は、「ばく露濃度」と「晒されている時間」によって決まる124



化学物質の有害性
（ＳＤＳ）

推定ばく露濃度

取扱量

飛散性・揮発性

局
所
排
気
装
置

1000

汚れ付着なし（修正）

ばく露量（吸入量）
（ばく露レベル）

リスクレベル

作業時間・作業頻度

（換
気
）

５
４
３
２
１

５段階

Ｓ（皮膚、眼）

健康障害防止用 定性的評価法［局所排気の場合］様式第8号
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取扱量 液体 1000mL以上 封じ込めレベル　

粉体 1000g以上 a.密閉設備

液体 b.局所排気装置(囲い式)

粉体 100g以上1000g未満 c.局所排気装置(外付け式)

液体 100mL未満 d.全体換気装置･換気なし

粉体 100g未満 ※設備は近いものを選定

揮発性･ 液体 沸点50℃未満

℃ 飛散性 粉体 微細な軽い粉体

℃ 液体 沸点50℃以上150℃未満

粉体 結晶状・顆粒状

液体 沸点150℃以上

粉体 ペレット状

取扱量

揮発性･飛散性

a.密閉設備

b.局所排気（囲い式）

c.局所排気（外付け式）

d.全体換気･換気なし

修正ポイント 作業者の作業服､保護具､手足が当該物質で汚れる

当該物質は作業者に付着しない

× ③ 400時間超

25 ～

10 ～

～

⑤

① 高

低

×

→

Ｅ ＋Ｓ

高い ② 作業環境レベル

 経口

 経皮 ＋Ｓ

区分4 区分3 区分2,1

 吸入 ： 蒸気 区分４ 区分3 区分2,1

一般社団法人鳥取県産業環境協会

2019年 7月11日

化 学 物 質 リ ス ク ア セ ス メ ン ト 記 入 シ ー ト 作　業　場　所　等 リ ス ク ア セ ス メ ン ト 実 施 日 シ ー ト 記 入 者

とっとりバイオフロンティア

100mL以上1000mL未満

健 康 障 害 防 止

① 有害性レベル
低い ← 有害性

区分４ 区分3 区分2,1

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

区分４ 区分3 区分2,1

区分４ 区分3 区分2,1

化 学 物 質 の 沸 点 呼吸器感作性 区分１

急

 

性

 

毒

 

性

 皮膚腐食性・刺激性 区分２ 区分1 ＋Ｓ

 吸入 ： ガス

 吸入 ： ミスト

 吸入 ： 粉じん 区分４ 区分3 区分2,1

 皮膚感作性 区分１ ＋Ｓ

 眼　重篤な損傷・眼刺激性 区分２ 区分1 ＋Ｓ

 発がん性 区分2 区分1

 生殖細胞変異原性 区分2.1

 生殖毒性 区分2,1

（経皮） （経皮） ＋Ｓ

低
 特定標的臓器（単回）

区分２ 区分１

 特定標的臓器（反復）
区分2 区分１

（経皮） （経皮） ＋Ｓ 高 中

2

Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ
リスクレベル

④ ば く 露 レ ベ ル

Ⅰ

 全ての項目 区分外

 吸引性呼吸器有害性 区分1

① 　有害性レベル

⑤ リ ス ク レ ベ ル の 意 味

Ｅ 5 5 4 4 3

5  耐えられないリスク

⑤
 リスク

  の判定 4  大きなリスク

＋Ｓ

有

害

性

レ

ベ

ル

Ｄ 5 4 4

2

3 2

Ｃ 4 4 3 3 2

③ 年間作業時間

1日（1回）当たり作業時間

年間の作業回数

年間作業時間

 中程度のリスク

Ｂ 4 3 3 2 2

2  許容可能なリスク

③ 年間作業時間

Ｓ  眼と皮膚に対するリスク

リ ス ク の 抽 出 ・ 特 定

有害性レベル ばく露レベル リスクレベル

④ ⑤

Ａ 3 2

A 取扱量

　（大･中･少）

B 揮発性･飛散性

　（高･中･低）

C 封じ込めレベル

　（ａ～ｄ）

2 1

1  些細なリスク

物質名 / ＣＡＳ№ / 工程名・作業内容
①

② 作業環境レベル

物質名

 作業中の

  取扱い温度
℃

CAS№

 化学物質

     の沸点
℃

＋Ｓ

3

 １日の作業時間

（回/年）

 年間実施回数

（時間/年）

年間作業時間

粒状　小塊

 化学物質

     の形状
（粉じんのみ）

微細な粉じん

（時間/日）

ⅢⅣⅣⅤ

封

じ

込

め

レ

ベ

ル

作
業
環
境
レ
ベ
ル

大

中

少

高

中

低

（ 時間 / 日 ）

（ 回 / 年 ）

1 0 0  ～ 400時間以下

＋１

0

3 3

2

化 学 物 質 の 形 状

作業中の使用温度

100時間未満

25時間未満

（ 時間 / 年 ）

年

間

作

業

時

間

④ばく露レベル
② 修正作業環境レベル

7以上 6 5 4 3 2 1

ⅡⅢⅢⅣⅣⅤⅤ

ⅡⅡⅢ

ⅡⅡⅢⅢⅣⅣ

ⅠⅠⅡⅡⅢⅢⅣ

大量 中量 少量

高 中 低 高 中 低

4 2 3 2 1

5 3 4

工程名・作業内容

D 作業環境レベル

E 修正ポイント

F　修正作業環境レベル

様式第８号 主な対象業務 ［試験・研究］

ⅠⅠⅠⅡⅡ

6 4 5

ⅢⅢ10時間未満

4 4 3

7 5 6 5 5 4

Ⅱ

ＳＤＳ「2.危険有害性の要約」を参照

ＳＤＳ「9.物理的及び

化学的性質」を参照
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爆発・火災防止用 リスク評価

化学物質の危険性
（一次評価点）
（ＳＤＳ）

取扱量又は取扱い頻度
（Ｆ）

可燃物

特性値との比較

1000

リスクポイント
Ｐ×Ｆ×Ｓ

影響の重大性
（Ｓ）

５
４
３
２
１

ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ

５段階

空気 着火源

（ａ）
取扱温度

（ｂ）沸点
（ｃ）引火点
（ｄ）発火温度

二次評価点（Ｐ）

ランクアップ

様式第9号
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→

→

← →
S：想定される人的被害の程度

等級 ℃

区分 ℃

区分 ℃

区分

ガス

区分

区分

タイプ

区分

区分

区分

区分 復帰

区分 ⑥ ⑦

区分 RR
タイプ 点 16 ～ 20 5

区分 6 ④ ⑤ 13 ～ 15 4

4 10 ～ 12 3

2 7 ～ 9 2

1 3 ～ 6 1

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

ＣＡＳ№
可燃物 沸　点

工程名・作業内容

空　気
終
了

引火点

着火源 発火温度

＋ ＝

物質名
○ or ×

続
行

取扱温度

＋

発火温度

（　CAS№　） 　三要素が

　　ある→○

　　なし→×

続
行

取扱温度
2

次

評

価

点

 

取

扱

い

の

　

量
と

頻
度

 

影

響
の

　

重
篤
度

 

被

害

の

程

度

リ

ス

ク

 

ポ
イ
ン
ト

工程名・作業内容

沸　点

全部○　続行 終
了

引火点

×あり　終了

リ ス ク の 抽 出 ・ 特 定

物　質　名 ①爆発の三要素 RA
②

1

次

評

価

点

温　度　等 ③ P ④ Ｆ ⑤ S ⑥ RP ⑦ RR

　リスクの
　　低減対策

リ

ス

ク

 

レ
ベ
ル

重篤度 中程度のリスク

ある

P ＋ F ＋ S ＝
許容可能なリスク

無い 些細なリスク

粉じん爆発（粒径：㎜） 0.01 0.1 1.0 1次評価点 高い ③2次評価点 量・頻度

酸化性固体 １，２，３ RP リ ス ク レ ベ ル の意味

有機過酸化物 A-D E-F G

②
発生の可能性  そ の ま ま ？

 1つ 上 げ た ？

 2つ 上 げ た ？

耐えられないリスク

金属腐食性物質 1 非常に高い 大きなリスク

1 2

酸化性液体 １，２，３

取扱い

温度

取扱い

温度 > 引火点 1
微量 ㎎ μL

 ランクを

　2つ上げる

　 ( 例 ： 2→6 ）

 年に数回

>
発火

温度

可燃性固体 １，２  1次評価点を

  ランクを

  1つ上げる
　  （ 例 ： 2→4 ）

自己反応性化学品 A-B C-F

自然発火性液体 1

 週１回以上

< 引火点
3

中量 ｋｇ L

取扱い

温度 > 沸　点
少量 ｇ ｍL

 月１回以上
2

 1次評価点を

 そのまま
　   （ 例 ： 2→2 ）

取扱

温度

< 沸　点

高圧ガス
圧縮・液化

溶解

深冷

液化

< 発火温度引火性液体 1 2 3 4

取扱い温度 沸　点

エアゾール 1 2 ℃ 発火温度
4

引火点 評価点 量や実施頻度

大量 ｔ KL

 毎日１回以上支燃性・酸化性ガス
G

H

S

危

険

性

分

類

が

あ

る

場

合

爆発性 1.1-1.6

可燃性・引火性 1 2

1

自然発火性固体 1

水反応可燃性化学品 1 ２，３

自己発熱性化学品

① 爆発の三要素 RA終了と続行の判断

NO → 終了可燃物 有　無 全部 有（○） RA続行
リスクアセスメントを実施しますか？

空　気 有　無 無（×）がある RA終了 YES→　②へ

⑤着火源 有　無

③ ④

② 1次評価点
      （ランク）

大 危険性 小

P
危険源要素の発生の可能性

F
 取扱いの

 量や頻度について

S 影響の重篤度

6 4 2 1 条件によって、1次評価点のランクを上げる

一般社団法人鳥取県産業環境協会

2019年 7月11日

化 学 物 質 リ ス ク ア セ ス メ ン ト 記 入 シ ー ト 作 業 場 所 等 リ ス ク ア セ ス メ ン ト 実 施 日 シ ー ト 記 入 者

爆 発 ・ 火 災 防 止 用

とっとりバイオフロンティア

室内全員

室内全員

２人

１人

10

評点 重篤度

3

8

6

様式第９号 主な対象業務 ［試験・研究］

（重傷者有り）

（重傷者無し）

1

致命傷

重傷

負傷

軽傷

微傷

基準

ケガ 人数（範囲）

死亡

永久的労働不能

入院･障害残

休業1ケ月以上

通院

休業4日以上

受診

休業3日以内

手当後作業に

フロア全体

ＳＤＳ「2.危険有害性の要約」を参照
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判定結果

ﾚﾍﾞﾙ 意味
5 耐えられないリスク
4 大きなリスク
3 中程度のリスク
2 許容可能なリスク
1 些細なリスク
Ｓ 眼と皮膚に対するリスク

［健康障害防止用］

ﾚﾍﾞﾙ 意味
５ 耐えられないリスク
４ 大きなリスク
３ 中程度のリスク
２ 許容可能なリスク
１ 些細なリスク

［爆発･火災防止用］
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【健康障害防止】リスクレベルに応じた措置

ﾚﾍﾞﾙ リスクレベル リスクレベルに応じた措置
継続／
終了

5
耐えられない

 ﾘｽｸ
専門家に
相談

対策を
記録し､
継続

4 大きなﾘｽｸ

3 中程度のﾘｽｸ

2
許容可能な

 ﾘｽｸ
対策不要、又はコスト増加のない対策であれば
実施

継続・
終了を
判断

1 些細なﾘｽｸ 対策は不要 終了

Ｓ
眼と皮膚に
対するﾘｽｸ

使用責任者が適切な個人用保護具を選定し、作業者に
使用させる。（指導する。）

･統括管理者による調査
･法に基づく措置の実施（法遵守）
･必要に応じ、作業環境測定、
  個人ばく露測定等、追加の調査
・密閉設備、局所排気装置、ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ型換気
装置
・適切な保護具の使用
・警告表示、作業手順書、教育・訓練等
・統括管理者及び使用責任者が協議の上、
現実的なリスク低減策を検討する。
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【爆発・火災防止】リスクレベルに応じた措置

ﾚﾍﾞﾙ リスクレベル リスクレベルに応じた措置
継続／
終了

５
耐えられない

 ﾘｽｸ
専門家に
相談

対策を
記録し､
継続

４ 大きなﾘｽｸ

３ 中程度のﾘｽｸ

２
許容可能な

 ﾘｽｸ
対策不要、又はコスト増加のない対策であれば
実施

継続・
終了を
判断

１ 些細なﾘｽｸ 対策は不要 終了

･統括管理者による調査
･法に基づく措置の実施（法遵守）
･本質安全化（３要素の除去）
･機械､装置の防爆化、安全装置
・消火装置等の付加保護措置
・警告表示、作業手順書、教育・訓練等
・統括管理者及び使用責任者が協議の上、
現実的なリスク低減策を、検討する。

131



練習 染色作業
（アセトン）
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作業内容 細胞標本の染色作業

化学物質 アセトン

作業方法
実験台上で作業
局所排気装置は無い
換気扇（全体換気）を稼働させている

温 度 室温 20℃

使 用 量 １回 １００ｍL

作業時間・頻度 １回30分(0.5時間) 1日１回 年間100回

白衣の汚れ
（付着）

有り

練習用 作業条件
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健康障害防止用
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有害性のレベル 低 い 高 い

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ S

急

性

毒

性

経 口 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

経 皮 （皮膚） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１ ＋ S

吸入（経気） 気 体（ガス） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

吸入（経気） 蒸 気 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

吸入（経気）粉じん（粉体） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

吸入（経気） ミスト（エアロゾル） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

皮膚腐食性・刺激性 区分２ 区分 １（1Ａ.1Ｂ.1Ｃ） ＋ S

眼に対する重篤な損傷
区分２ 区分 １ ＋ S

眼刺激性

呼吸器感作性 区分 １

皮膚感作性 区分 １ ＋ S

生殖細胞変異原性 区分２，区分１

発がん性 区分 ２ 区分 １

生殖毒性 区分２，区分１

特定標的臓器・全身毒性 区分 ２
（経皮）

区分 １
（経皮）

＋ S
（経皮）（単回暴露）

特定標的臓器・全身毒性 区分 ２
（経皮）

区分 １
（経皮）

＋ S
（経皮）

（反復暴露）

吸引性呼吸器有害性 区分１

すべての項目 区分外 「分類対象外」
「分類できない」は「－」と記入

他のグループに割り当てられない
粉体と蒸気（区分外含む）

健康障害防止用 ①有害性レベル

［アセトン］
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健康障害防止用 ②作業環境レベル［取扱量］

取扱量
大

液体 1000mL以上

粉体 1000ｇ以上

中
液体 100mL以上 1000mL未満

粉体 100ｇ以上 1000ｇ未満

少
液体 100mL未満

粉体 100ｇ未満

［アセトン］

使用量100ｍL
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揮発性・
飛散性 高

液体 沸点50℃未満

粉体 微細な軽い粉体

中
液体 沸点50℃以上 150℃未満

粉体 結晶状・顆粒状

低
液体 沸点150℃以上

粉体 ペレット状

健康障害防止用 ②作業環境レベル［揮発性・飛散性］

［アセトン］

沸点 56℃ 取扱温度20℃

微細な粉体
顆粒状

ペレット状
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健康障害防止用 常温以外で使用する場合の揮発性
（使用温度・沸点と揮発性の関係）

沸
点

（℃）

（℃）20 50 75 100 120 150
0

50

100

150

200

250

300

揮発性
高

揮発性
中

揮発性
低

・アセトン取扱い温度
30℃以上

・室温 30℃以上

又は

のとき、「揮発性高」に
区分される。

温度30℃

沸点
56℃
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封じ込めレベル

ａ．密閉
ｂ．局所排気装置（囲い式）
ｃ．局所排気装置（外付け式）
ｄ．全体換気装置・換気なし

健康障害防止用 ②作業環境レベル［封じ込めレベル］

［アセトン］
局所排気装置無し
換気扇（全体換気）稼働

全体換気

局所排気装置
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作
業
環
境
レ
ベ
ル

取扱量 大量 中量 少量

揮発性・飛散性 高 中 低 高 中 低 高 中 低

封
じ
込
め
レ
ベ
ル

a.密閉設備 4 2 3 2 2 1

b.局所排気（囲い式） 5 3 4 3 3 2

c.局所排気（外付け式） 6 4 5 4 4 3

d.全体換気・換気なし 7 5 6 5 5 4

健康障害防止用 ②作業環境レベルの選択

［アセトン］

６ポイント
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修正ポイント
＋１

作業者の白衣､保護具､手足が当
該物質で汚れる

０ 当該物質は作業者に付着しない

②作業環境レベル［修正ポイント］

６＋１＝７ポイント
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健康障害防止用 ③年間作業時間

［アセトン］

１日（１回）あたり作業時間

年間の作業回数

（時間／日）

（回／年）

年間作業時間

×

0.5

100

50 （時間／年）
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健康障害防止用 ④ばく露レベル

④ばく露レベル
②修正作業環境レベル

７以上 ６ ５ ４ ３ ２ １

③
年
間
作
業
時
間
（時
間
）

400超 Ⅴ Ⅴ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ

100～400 Ⅴ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ

25～100 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

10～25 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

10未満 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

［アセトン］

②修正作業環境レベル ７ポイント

③年間作業時間 50時間
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健康障害防止用 ⑤リスクレベル

リスクレベル ④ばく露レベル

Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

①
有
害
性
レ
ベ
ル

Ｅ ５ ５ ４ ４ ３

Ｄ ５ ４ ４ ３ ２

Ｃ ４ ４ ３ ３ ２

Ｂ ４ ３ ３ ２ ２

Ａ ３ ２ ２ ２ １

低

高

リスク低減の優先順位

アセトンの有害性クラスは、「D＋Ｓ」

高

低
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健康障害防止用 ⑤リスクレベル

リスクの判定「４＋Ｓ」

⑤リスクレベルの意味

５ 耐えられないリスク

４ 大きなリスク

３ 中程度のリスク

２ 許容可能なリスク

１ 些細なリスク

Ｓ 眼と皮膚に対するリスク
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爆発・火災防止用
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爆発・火災防止用 ① 爆発の三要素

①爆発の三要素

可燃物 有 無

空 気 有 無

着火源 有 無

ＲＡ終了と続行の判断

全部 有（〇） ⇒ ＲＡ続行
無（×）がある ⇒ ＲＡ終了

リスクアセスメントを実施しますか？

Ｎｏ ⇒ 終了

ＹＥＳ ⇒ ②へ
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爆発・火災防止用 ② 一次評価点（物理化学的危険性）

６ ４ ２ １ －

Ｇ
Ｈ
Ｓ
危
険
性
分
類
が
あ
る
場
合

(1) 爆発物 等級1.1-1.6 区分外

(2) 可燃性・引火性ガス 区分1 区分2 区分外

(3) エアゾール 区分1 区分2 区分外

(4) 支燃性・酸化性ガス 区分1 区分外

(5) 高圧ガス
圧縮ｶﾞｽ､液化
ｶﾞｽ､溶解ｶﾞｽ

深冷液化ガス 区分外

(6) 引火性液体 区分1 区分2 区分3 区分4 区分外

(7) 可燃性固体 区分1,2 区分外

(8) 自己反応性化学品 ﾀｲﾌﾟA-B ﾀｲﾌﾟC-F 区分外

(9) 自然発火性液体 区分1 区分外

(10) 自然発火性固体 区分1 区分外

(11) 自己発熱性化学品 区分1 区分2 区分外

(12) 水反応可燃性化学品区分1 区分2,3 区分外

(13) 酸化性液体 区分1,2,3 区分外

(14) 酸化性固体 区分1,2,3 区分外

(15) 有機過酸化物 ﾀｲﾌﾟA-D ﾀｲﾌﾟE-F ﾀｲﾌﾟG 区分外

(16) 金属腐食性物質 区分1 区分外

その他粉じん爆発（平均粒径）
超微細粒
（0.01㎜）

微細粒
（0.1㎜）

細粒
（1㎜）

当該物質の一次評価点

［アセトン］
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爆発・火災防止用 ③ Ｐ 危険源要素の発生の可能性

［アセトン］ P
危険源要素の発生の可能性

条件によって、1次評価点のランクを上げる

取扱い温度 沸 点 ℃
引火点 ℃

℃ 発火温度 ℃

1次評価点を
 そのまま

   （ 例 ： 2→2 ）

取扱
温度

< 沸 点

< 引火点

< 発火温度

1次評価点の

  ランクを

  1つ上げる

  （ 例 ： 2→4 ）

取扱い
温度 > 沸 点

取扱い
温度 > 引火点

ランクを
2つ上げる
 ( 例 ： 2→6 ）

取扱い
温度 > 発火

温度

20

56
-20
465
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【Ｐ：危険源要素の発生可能性】

爆発・火災防止用 ③ 二次評価点（P）

ランクアップ後

二次評価点

Ｐ

二次評価点 発生可能性

６ 発生可能性が非常に高い

４ 発生可能性が高い

２ 発生可能性がある

１ ほとんど発生しない

アセトンについて、
取扱温度（20℃）が
引火点（ー20℃）よりも高いため、

「１ランクアップ」

一次評価点

４ ６
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爆発・火災防止用 ④

Ｆ 取扱量又は取扱い頻度（評点の高い方を選択）

評点 量・実施頻度

４
大量 ｔ、kL

毎日１回以上

３
中間 kg、L

週１回以上

２
少量 ｇ、mL

月１回以上

１
微量 ㎎、μL

年に数回、ほとんどなし

［アセトン］
取扱量 100ｍL

取扱い頻度 年100回（週１回以上）

量・頻度

Ｆ ３
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評点 重篤度
基準

ケガ 人数（範囲）
10

致命傷
死亡 フロア全体
永久的労働不能

8 重傷
入院･障害残 室内全員
休業1ケ月以上 （重傷者有り）

6 負傷
通院 室内全員
休業4日以上 （重傷者無し）

3 軽傷
受診 ２人

休業3日以内

1 微傷
手当後作業に復帰１人

爆発・火災防止用 ⑤ Ｓ 影響の重篤度

想定される人的被害の程度

作業者の被害は休業３日以内の火傷と判断。［アセトン］

重篤度

Ｓ ３
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爆発・火災防止用 ⑥⑦ リスクポイントの算出

＋

Ｐ

＋ ＝

Ｆ Ｓ

リスクポイント
ＲＰ

アセトンの爆発・火災リスクポイントを算出

６ ３ ３ １２
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爆発・火災防止用 ⑥⑦ リスクポイント・リスクレベル

RP RR リスクレベルの意味

16 ～ 20 5 耐えられないリスク

13 ～ 15 4 大きなリスク

10 ～ 12 3 中程度のリスク

7 ～ 9 2 許容可能なリスク

3 ～ 6 1 些細なリスク

リスクポイント
ＲＰ

１２

リスクレベル
ＲＲ

３
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Ⅴ バイオフロンティア
化学物質リスクアセスメント演習

標本作製（メタノール）
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作業内容 （細胞等）標本作製（カルノア標本）

化学物質 メタノール

作業方法
局所排気装置（ドラフトチャンバー内）
の作業。

温 度 室温 20℃

使 用 量 １回 113ｍL （※10サンプル）

作業時間・頻度 １回30分（0.5時間） 週１回 年間48回

白衣の汚れ
（付着）

無

演習用 作業条件
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健康障害防止用
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有害性のレベル 低 い 高 い

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ S

急

性

毒

性

経 口 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

経 皮 （皮膚） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１ ＋ S

吸入（経気） 気 体（ガス） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

吸入（経気） 蒸 気 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

吸入（経気）粉じん（粉体） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

吸入（経気） ミスト（エアロゾル） 区分 ４ 区分 ３ 区分２，区分１

皮膚腐食性・刺激性 区分２ 区分 １（1Ａ.1Ｂ.1Ｃ） ＋ S

眼に対する重篤な損傷
区分２ 区分 １ ＋ S

眼刺激性

呼吸器感作性 区分 １

皮膚感作性 区分 １ ＋ S

生殖細胞変異原性 区分２，区分１

発がん性 区分 ２ 区分 １

生殖毒性 区分２，区分１

特定標的臓器・全身毒性 区分 ２
（経皮）

区分 １
（経皮）

＋ S
（経皮）（単回暴露）

特定標的臓器・全身毒性 区分 ２
（経皮）

区分 １
（経皮）

＋ S
（経皮）

（反復暴露）

吸引性呼吸器有害性 区分１

すべての項目 区分外 「分類対象外」
「分類できない」は「－」と記入

他のグループに割り当てられない
粉体と蒸気（区分外含む）

健康障害防止用 ①有害性レベル

［メタノール］
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健康障害防止用 ②作業環境レベル［取扱量］

取扱量
大

液体 1000mL以上

粉体 1000ｇ以上

中
液体 100mL以上 1000mL未満

粉体 100ｇ以上 1000ｇ未満

小
液体 100mL未満

粉体 100ｇ未満

［メタノール］

使用量113ｍL
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揮発性・
飛散性 高

液体 沸点50℃未満

粉体 微細な軽い粉体

中
液体 沸点50℃以上 150℃未満

粉体 結晶状・顆粒状

低
液体 沸点150℃以上

粉体 ペレット状

健康障害防止用 ②作業環境レベル［揮発性・飛散性］

［メタノール］

沸点 65℃ 取扱温度20℃

微細な粉体
顆粒状

ペレット状
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封じ込めレベル

ａ．密閉
ｂ．局所排気装置（囲い式）
ｃ．局所排気装置（外付け式）
ｄ．全体換気装置・換気なし

健康障害防止用 ②作業環境レベル［封じ込めレベル］

［メタノール］
局所排気装置無し
換気扇（全体換気）稼働

全体換気

局所排気装置
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作
業
環
境
レ
ベ
ル

取扱量 大量 中量 少量

揮発性・飛散性 高 中 低 高 中 低 高 中 低

封
じ
込
め
レ
ベ
ル

a.密閉設備 4 2 3 2 2 1

b.局所排気（囲い式） 5 3 4 3 3 2

c.局所排気（外付け式） 6 4 5 4 4 3

d.全体換気・換気なし 7 5 6 5 5 4

健康障害防止用 ②作業環境レベルの選択

［メタノール］

４ポイント
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修正ポイント
＋１

作業者の白衣､保護具､手足が当
該物質で汚れる

０ 当該物質は作業者に付着しない

②作業環境レベル［修正ポイント］

４ポイント（変わらず）
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健康障害防止用 ③年間作業時間

［メタノール］

１日（１回）あたり作業時間

年間の作業回数

（時間／日）

（回／年）

年間作業時間

×

0.5

48

24 （時間／年）
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健康障害防止用 ④ばく露レベル

④ばく露レベル
②修正作業環境レベル

７以上 ６ ５ ４ ３ ２ １

③
年
間
作
業
時
間
（時
間
）

400超 Ⅴ Ⅴ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ

100～400 Ⅴ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ

25～100 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

10～25 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

10未満 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

［メタノール］

②修正作業環境レベル ４ポイント

③年間作業時間 24時間
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健康障害防止用 ⑤リスクレベル

リスクレベル ④ばく露レベル

Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

①
有
害
性
レ
ベ
ル

Ｅ ５ ５ ４ ４ ３

Ｄ ５ ４ ４ ３ ２

Ｃ ４ ４ ３ ３ ２

Ｂ ４ ３ ３ ２ ２

Ａ ３ ２ ２ ２ １

低

高

リスク低減の優先順位

メタノールの有害性クラスは、「D＋Ｓ」

高

低

166



健康障害防止用 ⑤リスクレベル

⑤リスクレベルの意味

５ 耐えられないリスク

４ 大きなリスク

３ 中程度のリスク

２ 許容可能なリスク

１ 些細なリスク

Ｓ 眼と皮膚に対するリスク

リスクの判定「３＋Ｓ」
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爆発・火災防止用
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爆発・火災防止用 ① 爆発の三要素

①爆発の三要素

可燃物 有 無

空 気 有 無

着火源 有 無

ＲＡ終了と続行の判断

全部 有（〇） ⇒ ＲＡ続行
無（×）がある ⇒ ＲＡ終了

リスクアセスメントを実施しますか？

Ｎｏ ⇒ 終了

ＹＥＳ ⇒ ②へ
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爆発・火災防止用 ② 一次評価点（物理化学的危険性）

６ ４ ２ １ －

Ｇ
Ｈ
Ｓ
危
険
性
分
類
が
あ
る
場
合

(1) 爆発物 等級1.1-1.6 区分外

(2) 可燃性・引火性ガス 区分1 区分2 区分外

(3) エアゾール 区分1 区分2 区分外

(4) 支燃性・酸化性ガス 区分1 区分外

(5) 高圧ガス
圧縮ｶﾞｽ､液化
ｶﾞｽ､溶解ｶﾞｽ

深冷液化ガス 区分外

(6) 引火性液体 区分1 区分2 区分3 区分4 区分外

(7) 可燃性固体 区分1,2 区分外

(8) 自己反応性化学品 ﾀｲﾌﾟA-B ﾀｲﾌﾟC-F 区分外

(9) 自然発火性液体 区分1 区分外

(10) 自然発火性固体 区分1 区分外

(11) 自己発熱性化学品 区分1 区分2 区分外

(12) 水反応可燃性化学品区分1 区分2,3 区分外

(13) 酸化性液体 区分1,2,3 区分外

(14) 酸化性固体 区分1,2,3 区分外

(15) 有機過酸化物 ﾀｲﾌﾟA-D ﾀｲﾌﾟE-F ﾀｲﾌﾟG 区分外

(16) 金属腐食性物質 区分1 区分外

その他粉じん爆発（平均粒径）
超微細粒
（0.01㎜）

微細粒
（0.1㎜）

細粒
（1㎜）

当該物質の一次評価点

［メタノール］
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爆発・火災防止用 ③ Ｐ 危険源要素の発生の可能性

［メタノール］ P
危険源要素の発生の可能性

条件によって、1次評価点のランクを上げる

取扱い温度 沸 点 ℃
引火点 ℃

℃ 発火温度 ℃

1次評価点を
 そのまま

   （ 例 ： 2→2 ）

取扱
温度

< 沸 点

< 引火点

< 発火温度

1次評価点の

  ランクを

  1つ上げる

  （ 例 ： 2→4 ）

取扱い
温度 > 沸 点

取扱い
温度 > 引火点

ランクを
2つ上げる
 ( 例 ： 2→6 ）

取扱い
温度 > 発火

温度

20

65
12
464

171



【Ｐ：危険源要素の発生可能性】

爆発・火災防止用 ③ 二次評価点（P）

ランクアップ後

二次評価点

Ｐ

二次評価点 発生可能性

６ 発生可能性が非常に高い

４ 発生可能性が高い

２ 発生可能性がある

１ ほとんど発生しない

メタノールについて、
取扱温度（20℃）が
引火点（12℃）よりも高いため、

「１ランクアップ」

一次評価点

４ ６
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爆発・火災防止用 ④

Ｆ 取扱量又は取扱い頻度（評点の高い方を選択）

評点 量・実施頻度

４
大量 ｔ、kL

毎日１回以上

３
中間 kg、L

週１回以上

２
少量 ｇ、mL

月１回以上

１
微量 ㎎、μL

年に数回、ほとんどなし

［メタノール］
取扱量 113ｍL

取扱い頻度 年48回（週１回以上）

量・頻度

Ｆ ３
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評点 重篤度
基準

ケガ 人数（範囲）
10

致命傷
死亡 フロア全体
永久的労働不能

8 重傷
入院･障害残 室内全員
休業1ケ月以上 （重傷者有り）

6 負傷
通院 室内全員
休業4日以上 （重傷者無し）

3 軽傷
受診 ２人

休業3日以内

1 微傷
手当後作業に復帰１人

爆発・火災防止用 ⑤ Ｓ 影響の重篤度

想定される人的被害の程度

作業者の被害は休業３日以内の火傷と判断。［メタノール］

重篤度

Ｓ ３
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爆発・火災防止用 ⑥⑦ リスクポイントの算出

＋

Ｐ

＋ ＝

Ｆ Ｓ

リスクポイント
ＲＰ

メタノールの爆発・火災リスクポイントを算出

６ ３ ３ １２
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爆発・火災防止用 ⑥⑦ リスクポイント・リスクレベル

RP RR リスクレベルの意味

16 ～ 20 5 耐えられないリスク

13 ～ 15 4 大きなリスク

10 ～ 12 3 中程度のリスク

7 ～ 9 2 許容可能なリスク

3 ～ 6 1 些細なリスク

リスクポイント
ＲＰ

１２

リスクレベル
ＲＲ

３
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